
 見附市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

  令和６年６月７日 

見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第９号 

   見附市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正

する規則 

 第１条中「見附市個人情報保護条例（平成１１年見附市条例第２１号。以下

「条例」という。）」を「見附市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（令和４年見附市条例第１９号。以下「条例」という。）」に改める。 

 別表１の項中「第１」の次に「（その１）」を、「第２」の次に「（その

１）」を加え、同表２の項中「第１」の次に「（その１）」を、「第２」の次に

「（その１）」を、「第３」の次に「（その１）」を加え、同表３の項から同表

１６の項までの規定中「第１」の次に「（その１）」を、「第２」の次に「（そ

の１）」を加え、同表に次のように加える。 

１７ 条例別表第１（その１）

の１９の項及び別表第２

（その１）の４３の項の

規則で定める事務 

見附市精神障害者医療費助成に関する条例施

行規則（昭和６１年見附市規則第１１号）第

２条の受給者証の交付の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 

見附市精神障害者医療費助成に関する条例施

行規則第４条の受給者証の再交付の申請に係

る事実についての審査に関する事務 

見附市精神障害者医療費助成に関する条例施

行規則第７条の受給資格変更の届出に係る事

実についての審査に関する事務 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


